
動 物 検 疫 所 羽 田 空 港 支 所 交 渉

（全農林労働組合東京農政分会）

議 事 要 旨

１ 開催日時 平成３１年２月２１日（木）１８：００～１８：１０（１０分）

２ 場 所 動物検疫所羽田空港支所研修会議室

３ 出 席 者 動物検疫所羽田空港支所 大塚 誠也 支所長

〃 小岩井正博 次長

〃 河本 俊博 東京出張所長

〃 瀬戸 秀佳 検疫課長

〃 石井 正洋 庶務課長

全農林労働組合東京農政分会 近藤 雅方 委員長

新道 秀明 書記長

〃 本田 省吾 執行委員

〃 大川 裕人 執行委員

４ 議 題 全農林労働組合東京農政分会による要求書の提出について

（全農林労働組合東京農政分会提出 別添「要求書」）

５ 議事概要

（石井庶務課長）

ただ今から、全農林労働組合東京農政分会からの要求に基づく交渉を開始する。

交渉を始めるに当たり、出席者を紹介する。

当局側として、大塚支所長、小岩井次長、河本東京出張所長、瀬戸検疫課長及び本日

司会進行を努める庶務課長の石井です。

職員団体側として、東京農政分会から近藤委員長、新道書記長、本田執行委員及び大

川執行委員です。

本日の交渉に先立ち、国家公務員法第１０８条の５の規定に基づき、平成３１年１月

２８日に実施した予備交渉の段階で取り決めた事項を報告する。

全農林労働組合東京農政分会から提出された要求事項のうち、「新たな労使関係の構

築に関する基本方針について」第３の１の（３）に定められた要件を満たし、交渉の対

象とする事項は、「Ⅰ 労働諸条件の改善について」の２とし、その他の事項について

は、管理運営事項等に該当することから要望事項として整理しているので、これを前提

に交渉を行う。なお、交渉に当たり、東京出張所長の同席についてご了承いただき、感

謝申し上げる。

（近藤委員長）

要求書に対する回答をお願いする。

（大塚支所長）

それでは、要求事項Ⅰの２について回答させていだだく。

超過勤務については、定時退庁日の促進、管理職による事前命令の徹底等引き続き実

効ある縮減対策に取り組む考えである。



（近藤委員長）

その点については、組合員の一番切実な事項であるので、引き続きよろしくお願いし

たい。

（大塚支所長）

本日の交渉を踏まえ、引き続き努力してまいりたい。

（石井庶務課長）

以上で交渉を終了する。






